
唐

代

の

釈

奠

に

つ

い

て

申

野

昌

代

唐代の釈奚について

は
　
じ
　

め
　

に

　
日
本
古
代
の
釈
奠
は
、
春
秋
の
仲
月
上
丁
の
日
に
先
聖
孔
子
を
ま
つ
る
大
学
寮

の
行
事
で
あ

っ
た
。
釈
奠
が
唐
よ
り
渡
来
し
た
儀
式

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
が
、
唐
で
は
中
祀
と
し
て

「
祀
令
」

に
規
定
さ
れ
る
国
子
監
の
重
要
な

「
祭

祀
」
で
あ
り
、
日
本
で
は

「
学
令
」

に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
当
然
様
々
な
相
違
が

み
ら
れ
、
儀
式
の
根
幹
を
な
す
犠
牲

に
つ
い
て
も
、
唐
が
特
別
に
飼
育
さ
れ
た
大

牢

(
牛

・"羊

・
豚
)
を
享
日
の
朝
に
屠

り
、
礼
に
よ

っ
て
割
く
の
に
対
し
て
、
日

本
で
は
狩
猟
に
よ

っ
て
得
た
三
牲

(大
鹿

・
小
鹿

・
豕
)
を
す
で
に
解
体
し
た
状

態
で
用
い
て
い
る
。
と
く
に
、
平
安
時
代
に
な
り
貴
族
社
会
に
穢
意
識
が
浸
透
す

る
に
と
も
な
い
、
三
牲
を
忌
避
す
る
傾

向
が
強
く
な

っ
て
ゆ
く
と
い
う
状
況
も
み

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
唐

で
は
饋
享

(祭
祀
)
↓
講
学
と
い
う
次
第
で
あ

る
が
、
日
本
で
は
饋
享
↓
講
学
の
後
に
宴
会
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
違

い
が
み
ら
れ
る
。

　
日
本
古
代
の
釈
奠
に
つ
い
て
は
儀
式

の
次
第
と
変
遷
、
三
牲
な
ど
の
問
題
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

い
て
は
研
究
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
伝
来
も
と
で
あ
る
唐
で
釈
奠
が
ど
の
よ
う

に
制
度
化
さ
れ
、
ま
た
そ
の
意
味
が
ど

の
よ
う
に
日
本
で
と
ら
え
ら
れ
た
か
に
つ

い
て
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う

で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
唐
代
の
釈
奚

に
お

け
る
先
聖
先
師
制
度
を
中
心
に
し
て
、

情
を
考
え
て
み
る
。

第

一
章
　
初
唐

の
釈
奠

1
　
高
祖
の
時
代

そ
の
変
遷
を
追
い
、
ま
た
そ
の
背
景
の
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
唐
代
の
釈
奠
に
つ
い
て
は
、

多
賀
秋

五
郎
氏
、

高
明
士
氏

の
研
究
に
詳
し
い

が
、
い
ず
れ
も
教
育
史
の
方
面
か
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
唐
代
の
釈
奠
を
考
え

る
場
合
、
ま
ず
先
聖
先
師
の
問
題
に
触
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
先
聖
先
師
と
は

釈
奠
の
対
象
と
な
る
、
斯
道
に
お
け
る
大
成
者
の
こ
と
を
言
う
。
し
か
し
、
礼
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

に
は

「凡
そ
始
め
て
学
を
立
て
、
必
ず
先
聖
先
師
に
釈
奠
す
」
と
の
み
記
さ
れ
て

お
り
、
具
体
的
に
は
先
聖
先
師
が
誰
を
指
す
か
と
い
う
明
確
な
規
定
は
な
く
、
儒

教
に
お
け
る
者
と
も
限
定
さ
れ
て
は
い
な
か

っ
た
。
実
際
、
後
漢
か
ら
唐

に
い
た

る
ま
で
、
周
公
を
先
聖
、
孔
子
を
先
師
と
す
る
場
合
と
、
孔
子
を
先
聖
、
顔
回
を

先
師
と
す
る
二
通
り
が
み
ら
れ
る
が
、
孔
子
を
先
聖
と
す
る
方
が
大
勢
を
占
め
て

い
た
。
た
だ
し
、
唐

一
朝
に
お
い
て
は
、
先
聖
の
座
は
周
公
と
孔
子
の
間
を
何
度

も
行
き
来
し
た
。

　
義
寧

二
年

(
六

一
八
)
帝
位
に
つ
い
た
高
祖
李
淵
は
、
中

央

に
国
子

学

・
太
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窓史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

学

・
四
門
学
を
置
き
、
地
方
郡

・
県

に
も
学
校
を
設
け
た
。
そ
し
て
翌
武
徳
二
年

(
六

一
九
)
に
は
、
国
子
学
に
周
公
と
孔
子

の
廟
を
立
て
、
四
時
祭
り
を
行
う
こ

　
　
　
　

⑥

と
を
詔
し
た
。
こ
こ
で
は
周
公
は
礼
楽

の
創
設
者
、
孔
子
は

一
時
陵
遅
し
た
礼
楽

を
広
く
世
に
伝
え
た
者
と
し
て
、
二
人

を

「
二
聖
」
と
称
し
て
い
る
。

　
武
徳
七
年

に
は
釈
奠
が
お
こ
な
わ
れ
、
周
公
を
先
聖
と
し
て
孔

子

を
配
享

し

⑥た
。
先
述
し
た
が
、
唐
以
前

の
歴
代
王
朝
に
お
け
る
先
聖
先
師
は
、
後
漢

の
明
帝

の
時
以
外
は
先
聖
を
孔
子
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
隋
に
お
い
て
も
先

聖

は
孔

子
、
先
師
は
顔
回
で
あ

っ
た
。
学
校
制
度

に
つ
い
て
歴
代
王
朝
の
先
例
を
鑑
み
た

　
　

　

高
祖
が
、
何
故
事
例
の
少
な
い
周
公
の
先
聖
制
を
取
り
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
多
賀
秋
五
郎
氏
は
、
高
祖

の
政
治
理
念
が
漢
代
に
復
帰
す
る
こ
と

を
理
想
と
し
て
い
た
こ
と
と
、
高
祖
が
太
原
よ
り
蜂
起
し
て
隋
に
代
わ

っ
た
と
い

う
歴
史
的
事
実
が
、
周
の
武
王
が
殷
を
討

っ
て
革
命
を
敢
行
し
た
こ
と
と
酷
似
し

て
お
り
、
唐

の
行
動
を
中
国
的
倫
理
に
よ
り
正
当
付
け
る
と
い
う
理
由
で
武
王
の

弟
周
公
を
先
聖
と
し
た
と
す
る
。
ま
た
長
安
が
周
公
の
居
し
た
鎬
京
と
近
い
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
ら
も
周
公
に
親
近
感
を
も

っ
て
い
た
と
い
う
。

　
わ
た
し
は
、
先

に
見
た
武
徳

二
年

の
詔

に
注
目
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、
周
公

・

孔
子
は
と
も
に

「
二
聖
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
そ
の
事
績
に

つ
い
て
は
記
述
の
さ
れ
か
た
が
違
う
。

周
公
は

「周

の
邦
を
匡
翊
け
、
礼
教
を
創

設
し
、
尤
も
典
憲
を
明
ら
か
に
し
、
生
人

の
耳
目
を
啓
き
、
法
度

の
本
源
を
窮
め

た
」
と
さ
れ
、
孔
子
は

「
天
資
栄
哲

に
し
て
、
斉

・
魯

の
内
を
経
綸
し
、
洙
泗
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間
を
揖
譲
し
、
異
聞
を
総
理
し
、
弘
く
旧
制
を
宣
ぶ
」
と
さ
れ
て
お
り
、
両
者
の

違
い
は
明
ら
か
で
あ
る
。

一
方
は
そ
れ
を
創
始
し
、

一
方

は
一
度
は
廃
れ
た
そ
れ

を
集
め
て
大
成
し
た
者
。
動
乱
の
中
よ
り
立
ち
上
が
り
、
新
し
い
国
家
を
建
設
し

よ
う
と
し
て
い
る
高
祖
が
、
礼
楽
を
創
設
し
、
国
家
生
民
を
導
い
た
周
公
を
先
聖

と
し
た
の
は
当
然
と
い
え
る
。

し
か
も
、

隋

の
恭
帝
か
ら
禅
譲
を
う
け

た
高
祖

は
、
前
王
朝

の
隋
を
よ
り
強
く
意
識
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
文
帝

・
煬
帝
以
上

の
王

道
を
実
現
す
る
者
と
し
て
、
周
公
を
規
範
と
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
と
し
て

も
不
思
議

で
は
な
い
。
こ
の
唐
初
の
先
聖
周
公
、
先
師
孔
子
と
い
う
制
度
は
、
高

祖

の
統
治
理
念
よ
く
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
ま
た
高
祖
自
身
も
釈
奠
に
親
臨
す
る
こ

と
に
よ

っ
て
、
こ
の
理
念
を
臣
下
に
体
現
し
た
と
思
わ
れ
る
。

2
　
太
宗
の
時
代

　
太
宗
李
世
民
は
、
玄
武
門
の
変
で
兄
の
皇
太
子
李
建
成
を
葬
り
皇
帝
と
な
り
、

貞
観
と
改
元
し
た
。
太
宗
は
学
問
を
好
み
、
秦
王
時
代
に
は
宮
城
西
に
文
学
館
を

設
置
し
て
房
玄
齢
、
杜
如
晦
ら
の
十
八
学
士
を
置
い
た
。
彼
ら
は
太
宗

の
ブ

レ
ー

ン
と
し
て
活
躍
し
、
玄
武
門
の
変
に
際
し
て
も
太
宗
の
傍
ら
に
あ

っ
て
補

佐

し

た
。
皇
帝
位
に
つ
く
に
及
び
、
太
宗
は
正
殿
の
横

に
弘
文
館
を
開
き
、
虞
世
南
、

楮
亮
、
姚
思
廉
ら
を
置
い
て
聴
朝

の
合
間
に
内
殿
で
経
義
の
講
論
や
政
事
を
協
議

さ
せ
た
。

　
さ
て
、
太
宗
が
皇
帝
と
な

っ
た
そ
の
翌
年
の
貞
観

二
年

(
六
二
八
)
、
尚
書
左

僕
射
房
玄
齢
、
国
子
博
士
朱
子
奢
が
孔
子
を
先
聖
と
し
、
顔
回
を
先
師
と
す
る
こ

と
を
奏
上
し
た
。　
「武
徳
中
、
詔
し
て
太
学
に
釈
霙
し
、
周
公
を
以
て
先
聖
と
為

し
、
孔
子
を
配
享
す
。
臣
周
公
、
尼
父

(孔
子
)
を
以
て
倶
に
聖
人
と
称
す
も
、

庠
序
置
奚
は
本
は
夫
子
に
縁
る
な
り
。
故
に
晋
、
宋
、
梁
、
陳
及
び
隋
大
業
の
故

事
は
、
皆
孔
子
を
以
て
先
聖
と
為
し
、
顔
回
を
先
師
と
為
す
。
歴
代
の
行
う
所
は

古
人
の
允
に
通
ず
。
伏
し
て
請
う
ら
く
は
周
公
を
祀
る
を
停
め
、
夫
子
を
升
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

先
聖
と
為
し
、
顔
回
を
以
て
配
享
せ
ん
こ
と
を
」
と
、
太
学

の
設
置
は
そ
も
そ
も

孔
子

の
事
績
に
よ
る
も
の
で
、
ま
た
南
朝
及
び
隋
で
は
孔
子
を
先
聖
と
し
顔
回
を
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唐代の釈奠について

先
師
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
こ
れ
は
古
人
の
通
法
で
あ
り
、
わ
が
朝
も
先
聖
は
孔

子
、
先
師
は
顔
回
と
す
る
べ
き
で
あ
る
と
説
い
た
の
で
あ
る
。
太
宗
は
こ
れ
を
許

し
、
周
公
先
聖
を
停
め
孔
子
を
先
聖
と
し
、

顔
回
を
先
師
と
し
た
。

こ

の
奏
上

は
、
学
校
と
孔
子
の
関
係
、
及
び
歴
史
事
実
を
理
由
に
し
て
孔
子
を
先
聖
と
す
る

と
い
う
論
旨
で
あ

っ
た
。

　
こ
の
房
玄
齢
ら
の
奏
上
が
、
太
宗
の
意
を
う
け
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
、
太
宗

自
身
に
よ
る
新
し
い
時
代

の
教
育
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
確
立
を
目
指
し
た
も

の
と
解

釈
で
き
る
。
ま
た
、
玄
武
門

の
変
を
経

て
皇
帝
位
に
つ
い
た
太
宗

に
と

っ
て
は
、

前
代
の
先
聖
先
師
制
は
実
は

「古
人
の
通
法
」
で
は
な
か

っ
た
と
い
う
ア
ピ
ー
ル

も
そ
の
眼
目
に
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。

　
さ
ら
に
政
治
的
な
配
慮
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
高
祖
李
淵
が
蜂
起
し
た

時
高
祖
に
従

っ
た
集
団
は
、
陳
寅
恪
氏
い
う
と
こ
ろ
の
北

朝

の
名

流

「
関
隴
集

　団
」
が
核
と
な

っ
て
お
り
、
唐
朝
創
業
期
に
は
政
治
の
中
心
は
彼
ら
関
隴
集
団

で

あ

っ
た
。
し
か
し
、
学
問
の
世
界
に
お
い
て
は
南
学
が
中
心
で
あ

っ
た
。
高
氏
に

よ
る
と
、
太
宗
の
先
聖
孔
子

・
先
師
顔

回
制
は
、
南
学
者
の
不
満
を
抑
え
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

に
重
要
で
あ

っ
た
と
し
て
い
る
。
先
述

し
た
よ
う
に
、
宋

・
梁

・
陳
な
ど
の
王
朝

も
先
聖
孔
子

・
先
師
顔
回
と
し
て
お
り
、
南
学
者
に
と

っ
て
高
祖

の
先
聖
周
公

・

先
師
孔
子
制
は
、
承
認
し
が
た
い
も
の
で
あ

っ
た
と
思
え
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、

太
宗
の
先
聖
孔
子

・
先
師
顔
回
の
制
が
復
活
し
た
。
高
氏
は
こ
れ
を
中
国
教
育
史

上
の

一
大
事

で
あ
る
と
し
、
学
校
で
釈
奠
を
行
う
と
き
に
、
そ
の
教
育
的
意
義
が

政
治
的
意
義
よ
り
も
重
き
を
な
す
よ
う

に
な

っ
た
と
評
価
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ

は
、
教
育
史
的
に
み
て
、
太
学
と
孔
子

の
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
孔

子
を
教
育
者
と
し
て
位
置
づ
け
て
先
聖
と
な
す
こ
と
が
本
来
正
統

で
、
政
治
的
な

思
惑
で
周
公
を
先
聖
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
し
た
と
み
る
評
価

で
あ
る
。
し

か
し
、
実
際

に
は
そ
の
背
景
に
は
、
南
学
者
を
抑
え
る
と
い
う
太
宗

の
政
治
的
配

慮
が
あ

っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
貞
観
の
先
聖
孔
師
、
先
師
顔
回
の
制
は
、
高

氏
の
説
の
よ
う
に
教
育
制
度
に
お
い
て
画
期
的
で
あ
る
と
い
う

こ
と

は
認

め

る

が
、
そ
の
裏
を
返
せ
ば
太
宗

の
目
的
は
ひ
ど
く
政
治
的
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
る

ま
い
。

　
こ
れ
以
降
も
太
宗
は
孔
子
廟

の
祭
祀
制
度
を
整
備

し
て

い
く
。　
『
新
唐
書
』

(巻
十
五
)
に
は

一
連
の
施
策
が
み
ら
れ
る
。
貞
観
四
年
に
は
全
国
州
県
官
学
に

孔
廟
を
置
き
、
同
十

一
年
、
孔
子
を
追
尊
し
て
宣
父
と
し
亮
州

(山
東
省
)
に
給

戸
二
十
戸
を
も

っ
て
孔
廟
を
置
き
、
同
二
十

一
年
、
左
丘
明
ら
二
十
二
人
を
孔
廟

に
配
享
す
る
と
い

っ
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
興
味
深

い
の
が
、
貞

観
二
十

一
年

の
中
書
侍
郎
許
敬
宗
の
建
議
で
あ
る
。
許
敬
宗

は
、
釈
奠
に
際
し
て

国
学

(
国
子
監
)
の
祝
詞
に

「皇
帝
謹
遣
」
と
称
す
る
こ
と
と
、
国
学
、
州
県
学

の
釈
奠
を
三
献
と
す
る
こ
と
を
進
言
し
て
い
る
。
こ
の
奏
文

の
中
に

「学
令
に
大

牢
を
以
て
祭
り
、
楽
は
軒
懸
を
用
い
、
六
倫

の
舞
、
並
び
に
登
歌

一
節
、
大
祭
と

相
遇
せ
ば
、
改
め
て
中
丁
を
用
い
よ
。
州
県
は
常

に
上
丁
を
用
い
、
学

(楽
ヵ
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゆ

無
し
、
祭
は
少
牢
を
用
う
」
と
あ
り
、　
「
学
令
」　
(貞
観
令
)
で
は
、
釈
霙

の
犠

牲

は
大
牢

(牛

・
羊

・
豚
)
、
楽
は
軒
懸
、
舞
は
六
倫
、

登
歌

一
節
、

ま
た
、
釈

奚

の
日

(上
丁
)
が
大
祭
と
重
な
れ
ば
中
丁
に
改
め
、
ま
た
、
州
県
で
は
常
に
祭

り
の
日
は
上
丁
と
し
、
楽
は
な
く
、
犠
牲
は
少
牢

(羊

・
豚
)
と
規
定
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

3
　
高
宗

の
時
代

　
高
宗
の
永
徽

二
年

(
六
五

一
)
に
頒
行
さ
れ
た

「永
徽
令
」

で
は
、
先
聖
は
周

公
、
先
師
は
孔
子
と
な
り
、
顔
圓
は
先
師
か
ら
従
祀
に
下
り
、
ま
た
左
丘
明
以
外
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窓史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑭

の
二
十
二
子
は
従
祀
か
ら
は
ず
れ
た
。

こ
の
揺
り
戻
し
の
原
因
は
令
狐
徳
棊
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑮

る
と
多
賀
氏
は
み
て
い
る
。

　

『
旧
唐
書
』
巻
七
十
三
令
狐
徳
薬
伝

に
よ
れ
ば
、
彼
は
宜
州
華
原
の
出
身
で
、

高
祖
の
武
徳
元
年
に
起
居
舎
人
と
な
り
近
侍
し
、
同
五
年
秘
書
丞
と
な
り
、　
「
芸

文
類
聚
」
を
撰
し
た
。

そ
し
て
、

梁

・
陳

・
斉

・
(
北
)
周
の
史
書
編
纂

の
必
要

性
を
奏
上
し
、
太
宗

の
貞
観
三
年
に
は
史
書
の
編
纂
に
参
加

し
周
書

を
修

め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

「
武
徳
已
来
、
修
撰
を
創
す
る
の
源
は
徳
粢
自
り
始
ま
る
也
」
と
言
わ
し
め
た
。

同
六
年
礼
部
侍
郎
、
十

一
年

に
は
新
礼

を
修
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
爵
位
を
進
め
、

高
宗
の
永
徽
元
年

に
は
律
令

(永
黴
令
)
選
定
に
参
加
し
、
同
四
年
国
子
祭
酒
と

な
る
。

　
彼

は
永
徽
元
年

の
高
宗
と
の
問
答
で

「王
道
は
徳
に
任
せ
、
覇
道

は
刑

に
任

す
。
三
王
自
り
已
上
は
皆
王
道
を
行
い
、
唯
秦
は
覇
術
に
任
せ
、
漢
は
則
ち
雑
え

て
之
を
行
う
。
魏
、
晋
已
下
王
覇
倶
に
失
う
。
如
し
之
を
用
い
ん
と
欲
す
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

王
道
を
最
と
為
す
も
、
而
し
て
之
を
行
う
は
難
き
と
為
す
」
と
述
べ
た
。
彼

の
理

想
と
す
る
と
こ
ろ
は
三
王
の
時
代
、

つ
ま
り
禹

・
文
王

・
武
王

・
周
公
の
時
代
で

あ

っ
た
。

　
徳
粢

は
関
中

の
名
門
出
身
で
あ
り
、
先
聖
周
公

・
先
師
孔
子
制
を
定
め
た
高
祖

の
側
近
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、　

「永
黴
令
」

で
先
聖
を
周
公
と
し
た
陰

に
は
彼

の
存
在
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
だ
が
、
こ
れ
は
推
測

の
域
を
こ
え
な
い
。
た
だ
、
彼
は

「永
徽
令
」
撰
定
後
、
釈
奚
を
執
り
お
こ
な
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゆ

べ
き
国
子
祭
酒
と
な

っ
て
お
り
、
こ
れ

は
非
常
に
意
味
の
あ
る
こ
と

と
思

わ

れ

る
。

　
と
こ
ろ
が
、
顕
慶

二
年

(
六
五
七
)
、

太
尉
長
孫
無
忌
、

礼
部
尚
書
許
敬
宗
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

が
、
先
聖
を
孔
子
、
先
師
を
顔
回
と
す

る
こ
と
を
奏
上
し
、
高
宗
は
受
諾
し
た
。

少
々
繁
瑣

で
は
あ
る
が
奏
文
を
以
下
に
記
す
。

　
　
新
礼
を
按
ず
る
に
、
孔
子
を
先
聖
と
為
し
顔
回
を
先
師
と
為
す
。
又
貞
観
二

　
　
十

一
年
、
孔
子
を
以
て
先
聖
と
為
す
を
准
け
、
更
め
て
左
丘
明
等
二
十
二
人

　
　
を
以
て
、
顔
回
と
倶
に
尼
父
に
太
学
に
配
し
、
並
び
に
先
師
と
為
す
。
今
永

　
　
徽
令
文
に
拠
る
に
、
改
め
て
周
公
を
用
て
先
聖
と
為
し
、
遂
に
孔
子
を
黜
け

　
　
て
先
師
と
為
し
、
顔
回
、
左
丘
明
は
並
び
に
従
祀
と
為
す
。
謹
み
て
礼
記
を

　
　
按
ず
る
に
云
わ
く

「
凡
そ
学
は
、
春
、
官
其

の
先
師
に
釈
奠
す
」
と
。
鄭
玄

　
　
の
注
に
曰
く

「
官
は
詩
、
書
、
礼
、
楽
の
官
を
謂
う
也
。
先
師
は
、
礼
に
高
堂

　
　
生
有
り
、
楽
に
制
氏
有
り
、
詩

に
毛
公
有
り
、
書
に
伏
生
有
り
、
以
て
師
と

　
　
為
す
可
き
が
若
き
者
な
り
」
又
礼
記
に
曰
く

「始
め
て
学
を
立
て
、
先
聖
に

　
　
釈
奠
す
」。
鄭
玄
の
注
に
曰
く

「
周
公
、
孔
子
の
若
き
也
」
と
。
礼
に
拠
り
定

　
　
と
為
さ
ば
昭
然
と
し
て
自
ら
別
つ
な
り
。聖
は
則
ち
周
に
非
ず
即
ち
孔
な
り
。

　
　
師
は
則
ち
偏
に
一
経
を
善
く
す
る
も

の
な
り
。
漢
魏
以
来
、
取
捨
各
の
異
な

　
　
り
、
顔
回
孔
子
互
い
に
先
師
と
作
り
、
宣
父
、
周
公
迭
に
先
聖
と
為
す
。
其

　
　
の
節
文
を
求
む

る

に
、

逓
い
に
得
失
有
り
。

貞
観
の
末
、
親
ら
綸
言
を
降

　
　
す
所
以
は
、
礼
記
の
明
文
に
依
り
、
康
成

の
奥
説
を
酌
み
、
孔
子
を
正
し
て

　
　
先
聖
と
為
し
、
衆
儒
を
加
え
て
先
師
と
為
し
、
永
く
制
を
後
昆

に
垂
れ
、
往

　
　
代
の
紕
繆
を
革
む
る
な
り
。
而
る
に
今
新
令
は
、
制
旨
を
詳
か
に
せ
ず
、
輒

　
　
ち
刊
改
を
事
と
し
、
遂
に
明
詔

に
違
え
り
。
但
、
成
王
幼
年
に
し
て
周
公
践

　
　
極
し
、
礼
を
制
し
楽
を
作
り
、
功
は
帝
王
に
比
す
。
禹
、
湯
、
文
、
武
、
成

　
　
王
、
周
公
を
六
君
子
と
為
す
所
以
な
り
。
又
明
王
の
孝
道
を
説
き
、
乃
ち
周

　
　
公
の
厳
配
を
述
ぶ
。
此
即
ち
姫
旦
の
鴻
業
、
合
に
王
者
と
同
に
之
を
祀
る
べ

　
　
し
。
儒
官
の
就
享
は
実
に
其

の
功
を
貶
す
な
り
。
仲
尼
は
衰
周
の
末
に
生
ま

　
　
れ
、
文
喪
の
弊
を
拯
う
。
堯
舜
を
祖
述
し
、
文
武
を
憲
章
し
、
聖
教
を
六
経
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唐代の釈奠について

　
　
に
弘
め
、
儒
風
を
千
世
に
闡
め
る
。
故
に
孟
軻
は

「
生
民
あ
り
て
よ
り
以
来

　
　

一
人

の
み
」
と
称
す
。
漢
自
り
已
降
、
奕
葉
、
侯
に
封
じ
、
其
の
聖
を
崇
奉
し

　
　
て
今
日
に
迄
ぶ
。
胡
ぞ
茲

の
上
哲
を
降
し
て
先
師
に
俯
入
す
る
や
。
且
つ
左

　
　
丘
明
の
徒

は
其

の
学
を
見
行
す
。
貶
し
て
従
祀
と
為
す
も
、
亦
故
事
無
し
。

　
　
今
請
う
ら
く

は
、
令
を
改
め
て
詔

に
従
い
、
義
に
於
い
て
允
と
為
さ
ん
と
。

　
　
其
れ
周
公

は
仍
お
別
礼
に
依
り
、
武
王
に
配
享
せ
ん
こ
と
を
。

　
こ
の
奏

の
主
張
は
以
下

の
如
く
で
あ

る
。

1
、　
「
新
礼

(貞
観
礼
)
」
で
は
、
先
聖

は
孔
子
、
先
師
は
顔
回
で
あ

っ
た
が
、

　
　

「
新
令

(永
黴
令
)
」
で
は
、
先
聖

は
周
公
、
先
師
は
孔
子
と
す
る
。

2
、　
「
先
師
」
と
は
一
経
を
善
く
す
る
も

の
の
こ
と
で
孔
子
は

「
先
師
」

に
あ
て

　
　
は
ま
ら
な
い
。

3
、　

「新
令

(永
徽
令
)
」
は
周
公
を
先
聖
と
し
た
理
由
が
詳
か
で
は
な
く
、
先

　
　
令

(
礼
)
を
改
定
す
る
事
を
も

っ
ば
ら
と
し
、　

(太
宗
の
)
詔
に
反
し
て
い

　
　
る
。

4
、
周
公
の
偉
業
は
王
者
と
し
て
の
鴻
業

で
あ
り
、
儒
官
の
祀
り
で
は
そ
れ
を
貶

　
　
し
め
る
。

5
、
孔
子
は
漢
よ
り
以
来
、
聖
人
と
し

て
崇
奉
さ
れ
て
き
た
。
ど
う
し
て
先
師
に

　
　
さ
れ
る
の
か
。

6
、
周
公
は
別
礼
に
よ

っ
て
武
王
に
配
享
す
べ
き
で
あ
る
。

　
先
例
を
説
き
、
先
師

の
意
味
を
考
え
、
周
公
の
功
績
を
王
者
の
そ
れ
と
し
て
武

王
に
配
享
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
孔
子
を
先
聖
と
す
る
と
い
う
論
旨

で
あ
る
。

　

こ
の
議
を
奏
し
た
長
孫
無
忌
は
、
太
宗
の
皇
后
長
孫
氏
の
兄

で
、
関
隴
集
団
の

名
門
に
属
す
。
太
宗
と
は
幼
な
じ
み
で
も
あ
り
、
太
宗
が
皇
帝

に
つ
く
ま
で
の
幾

多

の
危
機
を
太
宗
と
と
も
に
乗
り
越
え

て
き
た
政
界

の
重
鎮
で
あ

っ
た
。
太
宗
の

後
継
者
問
題

で
は
、
太
宗
の
長
子
李
承
乾
が
ク
ー
デ
タ
ー
を
企
て
た
か
ど
で
皇
太

子
位
を
剥
奪
さ
れ
る
や
、
晋
王
の
李
治

(太
宗
第
九
子
)
を
強
引

に
推
し
て
皇
帝

に
据
え
た
。
ち
な
み
に
先
に
み
た
令
狐
徳
棄
は
李
承
乾
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
連
座
し

た
と
さ
れ
、

一
時
政
界
よ
り
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
す
ぐ
に
復
帰
し
て
い

る
と
い
う
の
も
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。

　
無
忌
が
推
し
た
李
治
は
三
代
皇
帝

(
高
宗
)
と
な
り
、
高
宗
の
二
人
目
の
皇
后

は
か
の
武
后
で
あ
る
。
こ
の
先
聖
先
師
に
つ
い
て
の
議
が
な
さ
れ
た
顕
慶
二
年
と

は
、
実
は
、
武
后

一
派
に
よ
る
、
太
宗
時
代
以
来
の
政
界
重
鎮

の
追
い
落
と
し
が

熾
烈
化
を
極
め
て
い
た
こ
ろ
で
、
そ
の
最
大
の
標
的
は
無
忌
で
あ

っ
た
。
そ
の
二

年
前

の
永
黴
六
年

(
六
五
五
)
、

武
后
は
策
を
弄
し
て
皇
后
位
に
つ
い
た
が
、

彼

女
が
皇
后
位
に
つ
く
こ
と
を
良
し
と
し
な
か

っ
た
無
忌
は
、
徐

々
に
政
界
で
孤
立

化
さ
せ
ら
れ
て
い
き
、

こ
の
顕
慶
二
年

の
七

月

に

は
、

太
宗
以
来
の
重
臣
楮
遂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

良
、
韓
瑳
、
来
済
ら
三
人
が
左
遷
さ
れ
て
い
る
。

　
無
忌
と
と
も
に
先
聖
先
師

の
建
議
を
お
こ
な

っ
た
許
敬
宗
は
、
太
宗
の
十
八
学

士
の

一
人
で
杭
州
の
出
身
、
父
は
隋

の
礼
部
侍
郎
。
武
后
の
第

一
の
寵
臣
で
、
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

ち
に
宰
相
に
昇
る
が
悪
評
高

い
人
物
で
あ
る
。

　
結
局
無
忌
は
許
敬
宗
ら
の
謀
略

に
よ
り
、
顕
慶
四
年
左
遷
さ
れ
幽
閉
後
自
殺
さ

　
　
　

⑫

せ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下

に
お
い
て
、
先
聖
先
師
に
つ
い
て
の
建
議
が
な

さ
れ
た
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も

つ
の
だ
ろ
う
か
。
翌
顕
慶
三
年
の

「顕

慶
礼
」
の
選
定
を
見
て
み
る
と
、　
「顕
慶
礼
」
は
長
孫
無
忌
、
許
敬
宗
ら
に
よ

っ

て
百
三
十
巻
を
も

っ
て
完
成
し
た
。

こ
の

「顕
慶
礼
」
は

「貞
観
礼
」
を
損
益
し

た
も
の
で
、
学
者
内
で
の
評
判
は
悪
く
、
内
容
も

「貞
観
礼
」
に
及
ば
な
か

っ
た

と
い
う
。　

「貞
観
礼
」　
「顕
慶
礼
」
と
も
に
現
在
で
は
ど
ち
ら
も
散
逸
し
目
に
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
新
し
く
作
ら
れ
た

「
顕
慶
礼
」
が

「貞
観
礼
し

に
と

っ
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窓史

て
か
わ
る
と
い

っ
た
こ
と
は
な
く
、
武

則
天
の
時
代
に
も
両
者
を
併
用
し
て
い
た

　
　

⑳

と
い
う
。

　
思
う
に

「
礼
」
と
い
う
も
の
は
頒
行

さ
れ
た
時
点
の
礼
制
を
記
し
た
も
の
で
は

な
く
、
す
で
に
慣
例
化
さ
れ
て
い
る
事
象
を
記
録
集
大
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
に
は
、
頒
行
さ
れ
た
時
点
で
す
で
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
事
例
に
つ
い
て
の

記
録
も
存
在
す
る
だ
ろ
う
し
、
逆
に

「
礼
」

の
完
成
以
降
に
定
め
ら
れ
た
事
例
に

つ
い
て
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の

「礼
」
が
、

当
時
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
礼
制
の
す
べ
て
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
誤
り
で
、
た
と

え
ば
、
玄
宗
の
開
元
二
十
年
に
な
さ
れ
た

「開
元
礼
篇
が
唐
代
の
礼
制
を
網
羅
し

て
い
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
完
成
度
は
別
と
し
て
も

「貞
観
礼
」
　
「
顕
慶
礼
」
が
併
用
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
起
こ
り
う
る
の

で
あ
る
。

　
ま
た
、
編
纂
す
る
者
に
と

っ
て
は
、
よ
り
完
全
な
も

の
を
つ
く
り
た
い
と
願
う

の
は
当
然
の
こ
と
で
、
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
顕
慶
二
年
の
長
孫
無
忌
ら
の

建
議
は
、　
「
顕
慶
礼
」
完
成
ま
で
に
聴
許
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事

情
も
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
無
忌
の
立
場
と
し
て
は
、
武
后

の
寵
臣
で
あ
る
許
敬
宗
ら
と
の
協
力
関

係
を
作
る
必
要
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。

4

初
唐
の
釈
奠
の
意
味

　
こ
こ
ま
で
、
高
祖

の
武
徳
年
間
か
ら
高
宗

の
顕
慶
年
聞
ま
で
の
、
先
聖
先
師
制

に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
本
来
学
界
で
判
断
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
、
お
よ
そ
学
界

以
外
の
情
勢
に
よ

っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
高
氏
は
、
こ

の

一
連
の
動
き
を
単
に
学
術
上

の
争

い
で
は
な
く
、
党
派
と
し
て
の
争
い
の
結
果

と
見
て
お
り
、
武
徳

の
先
聖
周
公

・
先
師
孔
子
制
は
関
隴
集
団
の
正
当
性
を
主
張

す
る
た
め
、
次
の
貞
観
の
先
聖
孔
子

・
先
師
顔
回
制
は
南
学
者
の
不
満
を
抑
え
る

た
め
、　
「永
徽
令
」

の
先
聖
周
公
先
師
孔
子
制
は
関
隴
派
の
令
狐
徳
粲

に
ょ
る
も

の
、
顕
慶
二
年
の
建
議
お
よ
び

「顕
慶
礼
」
は
長
孫
無
忌
と
南
人

の
許
敬
宗
ら
に

ょ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
関
隴
派

・
南
方
派
と

一
見
簡
単
に
見
え
る
構
図

で
あ
る
が
実
は
非
常
に
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
令
狐
徳
棄

は
確
か
に
関
隴
派
の
名
門

の
出
身
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
聖
孔
子

・
先
師
顔
回
制

を
明
記
し
た

「貞
観
礼
」
の
編
纂
に
も
携
わ

っ
て
い
る
。
ま
た
長
孫
無
忌
は
関
隴

派
の
重
鎮
で
あ
り
な
が
ら
南
人
許
敬
宗
と
意
見
を
共
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
当
時

の
著
名
な
学
者
は
こ
れ
ら

一
連
の
編
纂
に
関
わ

っ
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。
す
る
と

こ
れ
は
単
な
る
関
隴
派
と
南
人
の
争
い
と
の
み
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
高
祖
の
唐
朝
創
業
期
か
ら
武
徳
時
代
に
か
け
て
の
政
界
は
、
高
祖

の
蜂
起
に
し

た
が

っ
た
関
隴
集
団
が
中
心
を
し
め
て
い
た
が
、
太
宗
の
貞
観
時
代

に
は
活
躍
を

　
　
　
　
　

⑳

見
せ
な
く
な
り
、
そ
の
こ
ろ
に
は
、
十
八
学
士
を
中
心
と
す
る
、
太
宗
が
秦
王
で

あ

っ
た
こ
ろ
か
ら
の
ブ

レ
ー
ン
の
活
躍
が
見
ら
れ
る
。
先

の
令
狐
徳
棄
は
皇
太
子

李
承
乾

の
ク
ー
デ
タ
ー
に
連
座
し
て
政
界
よ
り
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
事
件

に
つ
い
て
は
当
時
の
関
隴
集
団
と
新
興
勢
力
と
の
対
立
と
単
純
に
み
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
関
隴

の
名
門
で
あ
る
令
狐
徳
棊
が
ク
ー
デ
タ
ー
に
連
座
し
た
と
い
う
の

は
、
徳
檗

の
事
績
か
ら
考
え
て
、
こ
の
ク
ー
デ
タ
ー
は
、
氣
賀
澤
保
規
氏
の
み
る

よ
う
に
長
孫
無
忌
ら
を
中
心
に
し
た
関
隴
集
団
を
含
む
太
宗
の
ブ
レ
ー
ン
が
活
躍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

す
る
政
界
で
、
彼
ら
に
対
す
る
不
満
分
子
が
結
集
し
て
起
こ

っ
た
こ
と
と
理
解
す

べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
徳
棊
も
太
宗

の
ブ

レ
ー
ン
が
活
躍
す
る
政
界
で
は
思

う
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
高
宗

の
時
代
に
な

っ
て
も
、
ま
だ
依
然
と
し
て
楮
遂
良
な
ど
の
太
宗
時
代
の
重
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唐代の釈奠について

臣
が
政
界
を
動
か
し
て
お
り
、
高
宗
の
伯
父
長
孫
無
忌
も
隠
然
た
る
勢
力
を
も

っ

て
い
た
。
そ
の
中

で
、
太
宗
が
定
め
た
先
聖
孔
子
先
師
顔
回
の
制
を
改
め
た
。
太

宗
も
父
高
祖
の
定
め
た
先
聖
周
公
先
師
孔
子
の
制
を
改
め
た
の
で
あ
る
か
ら
、
高

宗
が
太
宗
の
つ
く

っ
た
制
度
を
改
め
る
こ
と
に
何
の
不
都
合
も
な
い
と
は
い
う
も

の
の
、
こ
れ
に
は
か
な
り
の
意
志
が
必
要
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、　
「令
」
は
頒
行

し
た
信

か
ら
そ
の
効
力
を
持
ち
、　

「礼
」
の
よ
う
に
前
も

っ
て
既
成
事
実
を
つ
く

る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。　
「永
黴
令
」
の
編
纂
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
学
界

の
重
鎮
で
あ
る
令
狐
徳
棊
が
周
公
を
先
聖
と
し
、
高
宗
が
認
め

「令
」
を
制
定
す

れ
ば
議
論
を
抑
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
ま
た
も
や
変
革
が
起
こ
る
。
武
后
グ
ル
ー
プ
と
、
長
孫
無
忌
と
の
争

い
の
さ
な
か
、
無
忌
と
、
無
忌
追
い
落
と
し
の
先
棒
を
担

い
だ
許
敬
宗
と
の
建
議

が
な
さ
れ
る
。
両
者
の
や
り
と
り
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
無
忌
に
し
て
み

れ
ば
太
宗
時
代

の
復
活
で
あ
り
、
し
か
も
彼
は
許
敬
宗
ら
と
の
協
力
関
係
も

つ
く

ら
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
、
異
論
は
勿

論
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

か
く
て
本
来
政
争
と
は
何
等
関
わ
り

の
な
い
は
ず

の
先
聖
先
師
制
度
が
、
政
争

に
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
高
氏
は
唐
代

の
釈
奠
は
学
校
教
育
と
切
り
離
し
て
は

考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
先
聖
先
師
は
儒
学
に
お
け
る
理
想
で
あ

り
、
儒
学
は
唐
の
統
治
理
念

で
あ
り
、
学
校
教
育
の
根
本
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

み
る
と
、
氏
の
考
え
は
非
常

に
わ
か
り
や
す
い
。
ま
た
、
儒
教
の
第

一
義
は
聖
人

を
学
ぶ
こ
と
と
さ
れ
る
。
学
校
に
孔
子
廟
を
置
き
、
釈
奠
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
学
生
の
理
想
が
体
現
さ
れ
、
何
を
も

っ
て
学
ぶ
べ
き
か
と
い
う
目
標
が
身

近
に
顕
れ
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
逆

に
為
政
者
に
と

っ
て
は
、
人
心
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
ま
こ
と
に
意
を
得

た
宗
教
行
事
で
あ

っ
た
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
政
争

の
手

段
と
し
て
利
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第

二
章
　
開
元
時
代
の
孔
子
廟
祭
祀

　
武
則
天
の
時
代
を
経
て
も
、
先
の
高
宗
の
時
代
に
確
立
し
た
先
聖
孔
子

・
先
師

顔
回
制
は
も
は
や
揺
ら
ぐ
こ
と
な
く
、
孔
子
廟

の
祭
祀
は
玄
宗

の
開
元
時
代
を
迎

え
い

っ
そ
う
整
備
さ
れ
て
い
く

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
時
期
は
日
本
の
釈
奐

が
も

っ
と
も
影
響
を
受
け
た
時
代
で
あ

っ
た
。

　
韋
后
よ
り
政
権
を
奪
取
し
た
玄
宗
李
隆
基
は
、　
『
旧
唐
書
』
に
よ
れ
ば
東
宮
時

代
よ
り
太
学
に
親
幸
し
て
講
論
を
し
た
り
、
集
賢
院
を
置
き
学
者
を
集
め
て
校
選

を
お
こ
な
い
、
自
身
も

「
孝
経
」

に
註
を
ほ
ど
こ
す
な
ど
積
極
的
に
学
問
を
お
こ

な
う
と
同
時
に
、
学
校
教
育

・
文
教
施
策

に
力
を
そ
そ
い
だ
。
多
賀
氏
は
そ
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

っ
と
も
評
価
さ
れ
る
べ
き
事
例
が
釈
奠

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
開
元
八
年

(
七
二
〇
)
、
国
子
司
業
李
玄
瓏

の
奏

に
よ

っ
て
、
孔
子
廟
の
顔
回

ら
十
哲

の
坐
像
を
立
像
に
あ
ら
た
め
、
従
祀
と
な
し
、
曽
参
の
塑
像
を
十
哲

の
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

位

に
置
き
、
壁
に
七
十
子
及
び
二
十
二
賢
を
描
く
こ
と
と
な

っ
た
。
こ
れ
で
孔
子

廟
は
ほ
ぼ
完
全
な
形
状
を
呈

し
た
と

い
え

る
。
以
後

『
旧
唐
書
』

(巻
第
二
十

四
)
で
は
、
開
元
十

一
年
に
は
、
県
学
の
釈
奠

で
は
牲
牢
を
用
い
ず
酒
脯
を
用
い

る
の
み
と
な
り
、
同
十
九
年

に
は
諸
州
で
も
牲
牢
を
用
い
る
こ
と
を
と
ど
め
て
酒

脯
だ
け
を
用
い
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
開
元
十
九
年
に
は
太
公
廟
の
釈
奠
に
つ
い
て
の
詔
が
出
さ
れ
た
。

太
公
廟
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
周
の
武
王
に
し
た
が

っ
た
太
公
望
呂
尚
を
ま
つ

っ
た
廟
で
、
高
氏
に
よ
る
と
、
廟
自
体

の
建
設
は
、
貞
観
年
間
に
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
が
、
祭
祀
そ
の
も
の
は
粗
備
で
あ

っ
た
と
い
う
。
こ
の
詔
で
は
、
長
安

・
洛

陽
、
天
下
諸
州
に
太
公
廟
を
た
て
、
武
挙
の
者
は
春
秋
仲
月
上
戊
の
日
に
太
公
に

釈
奚
し
て
郷
飲
酒
礼
を
お
こ
な
う
こ
と
や
、
朝
廷
よ
り
出
兵
を
命
じ
ら
れ
た
将
は
　

嬲



窓史

出
発
の
日
に
太
公
廟

で
辞
廟

の
礼
を
お
こ
な
う
こ
と
、
古
来
の
名
将
十
人
を
太
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㊧

廟

に
配
享
す
る
こ
と
な
ど
が
定
め
ら
れ

て
い
る
。

　
武
挙

は
武
則
天
の
長
安
二
年

(
七
〇

二
)
に
始
ま

っ
た
武
人
の
科
挙

で
あ
る
。

こ
の
詔
か
ら
も
釈
奠
と
は
本
来
斯
道

の
先
聖
先
師
に
対
し
て
お
こ
な
う
も
の
で
あ

り
、
儒
学
だ
け
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

こ
こ
に
は
明
経
の
進
士
に
准
じ
て
郷
飲
酒
礼
を
お
こ
な
う
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
お

り
、
釈
奠
の
対
照
は
違

っ
て
も
武
挙
も

一
般
科
挙
と
同
様
の
扱
い
を
な
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
そ
し
て
、
開
元
二
十
年

に
は

「開
元
礼
」
が
頒
行
さ
れ
た
。
先
述
し
た
が
、
こ

れ
は

「
貞
観
礼
」
　
「
顕
慶
礼
し

の
不
備

を
補
う
た
め
に
編
纂
さ

れ
た
も

の
で
あ

る
。
こ
の

「
開
元
礼
」

は
東

ア
ジ
ア
諸

国
の
礼
の
規
範
と
な
り
、
日
本
に
も
将
来

さ
れ
た
こ
と
は

「
延
喜
式
」
な
ど
の
記
述
か
ら
み
て
明
ら
か
で
あ
る
。

　
開
元
二
十
六
年
、　
「
諸
州
郷
貢
見
訖
り
、
引
き
て
国
子
監
に
就
き
先
師
に
謁
せ

し
む
。
学
官
之
が
為
に
開
講
し
、
疑
義

を
質
問
す
。
有
司
食
を
設
く
。
弘
文
、
崇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

文
両
館
の
学
生
及
び
監
内
挙
人
も
、
亦

た
焉

に
預
か
る
を
聴
す
」
と
い
う
勅
が
出

さ
れ
た
。
そ
の
日
は

「
先
聖
已
下
を
祀
る
こ
と
、
釈
奠

の
如
し
」
と
記
さ
れ
、
常

の
釈
奠
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
勅

で
は

「礼
記
」
の

「始
め
て
学

を
立
て
、
必
ず
先
聖
先
師
に
釈
奠
す
」

と
同
様

の
意
味
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
釈
奠
は
、
学
校
制
度
だ
け
で
は
な
く
、
科
挙
制
度
と
も
関
わ
っ
て
い
く
よ

う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
開
元
時
代
の
孔
子
廟
の
整
備
に
よ

っ
て
、
孔
子
廟
で
釈
奠
を
お
こ
な
う
と
き
、

中
心
に
孔
子
が
坐
し
、
傍
ら
に
顔
回
を
配
し
、
十
哲
、
二
十
二
賢
、
七
十
子
が
居

並
ぶ
様
子
は
圧
巻
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
目
の
当
た
り
に
す
る
学

生
や
貢

挙

の
者

は
、
自
ら
が
お
こ
な
う
学
問
の
最
終
到
達
地
点
を
そ
こ
に
み
て
、
学
を
修
め
れ
ば

そ
の
精
神
は
聖
賢
に
近
づ
き
、
物
質
的
に
は
官
僚
と
し
て
の
成
功
が
待

っ
て
い
る
　

04

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2

か
の
よ
う
な
期
待
を
抱
く

の
で
あ
る
。
孔
子
廟
の
荘
厳

は
人

々
に
聖
賢

の
世
界
を

体
現
し
、
釈
奠
は
そ
れ
を
よ
り
効
果
的
に
み
せ
る
装
置

で
あ
る
と
い
う
の
は
言
い

過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
釈
奠
は
、
唐
代
科
挙
制
度
の
一
翼
を
担
う
よ
う
に

な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
よ
う
や
く
先
聖
の
地
位
を
獲
得
し
、
廟
堂
に
諸
弟
子
を
集
め
、
先
儒

に
囲
ま
れ
、
揺
る
ぎ
な
い
地
位
を
獲
得
し
た
孔
子
は
、
翌
開
元
二
十
七
年
に
は
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

宣
王
と
な
り
、
諸
弟
子
は
公
侯
と
さ
れ
た
。
こ
こ
で
つ
い
に
孔
子
は
生
前
果
た
し

得
な
か

っ
た

「
王
道
」
を
お
こ
な
う
も
の
、
す
な
わ
ち

「
王
」
と
な

っ
た
の
で
あ

る
。
唐
代
に
お
け
る
孔
子
廟
祭
祀

の
確
立
は
、
孔
子
に
、
少
な
く
と
も
近
代
ま
で

変
わ
ら
な
い
崇
敬
を
与
え
た
の
で
あ

っ
た
。

第
三
章
　
奈
良
時
代
の
釈
奠

日
本
で
釈
霙
が
最
初
に
文
献
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
大
宝
元
年

(
七
〇

一
)

二
月
で

　
ゆ

あ
る
。
こ
の
時
の
釈
奚
は
中
丁
に
行

わ
れ

て

い
る
。

「学
令
」

で
は
大
学

・
国

学
、
毎
年
春
秋
二
仲
之
月
上
丁
に
、
先
聖
孔
宣
父
に
釈
奠
す
。
其

の
饌
酒
、
明
衣

須
く
す
る
所
、
並
び
に
官
物
を
用
い
よ
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
大
宝
元
年
の
釈

奠
が
中
丁
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
宮
城
栄
昌
氏
は
祈
年
祭
が
上
丁
に
あ

っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

た
た
め
と
解
釈
し
て
い
る
。
実
際

「延
喜
式
」
で
は
上
丁
に
祈
年
祭
や
国
忌
に
当

た
る
と
き
は
釈
奠
を
中
丁
に
延
期
す
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
に
な
ぜ
中
丁

を
用
い
た
か
と
い
う
直
接
的
要
因
は
わ
か
ら
な
い
。

　

「学
令
」

の
先
聖
孔
宣
父
と
い
う
表
現
は
、
先

に
み
た
よ
う
に
、
太
宗
の
貞
観

十

一
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、

貞
観
二
十

一
年
の
許
敬
宗
の
建

議

に

は

「(
貞
観
)
学
令
に
大
牢
を
以
て
祭
り
、
楽
は
軒
懸
を
用
い
、　
六
僑
の
舞
、

並
び



唐代の釈奠について

に
登
歌

一
節
、
大
祭
と
相
遇
せ
ば
、
改

め
て
中
丁
を
用
い
よ
。
州
県
は
常
に
上
丁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

を
用
い
、
学

(楽

ヵ
)
無
し
、
祭

は
少
牢
を
用
う
L
と
あ
る
こ
と

か
ら
、

大
宝

「学
令
」
は
、
唐

「貞
観
令
」
と
そ
の
格

に
準
拠
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
仁

井
田
陞
氏
の

『
唐
令
拾
遺
』
に
よ
る
と
、　
「貞
観
令
」
に
お
け
る
釈
奠
条
は

「
学

令
」
に
あ
り
、
開
元
七
年
令

(或

い
は
開
元
四
年
令
)
で
は
、　
「学
令
」
の
編
目

は
除
か
れ
た
の
で
、
従
来

「学
令
」

に
規
定
さ
れ
て
い
た
釈
奠
条
は

「祠
令
」
に

加
え
ら
れ
た
が
、
た
だ
し

「開
元
二
十

五
年
令
」

で
は
、
再
び

「学
令
」
中
に
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

定
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
と
い
う
。

　

こ
う
し
て
、　
「貞
観
令
」
に
準
拠
す

る
か
た
ち
で
日
本
の
釈
奠
が
制
度
化
さ
れ

て
い

っ
た
。
大
宝
三
年
に
は
大
学
助
で
あ

っ
た
藤
原
武
智
麻
呂
が
荒
廃
し
た
学
校

を
再
興
し
て
、
慶
雲

二
年

(
七
〇
五
)
、
宿
儒
刀
利
康
嗣

に
釈
奠
の
祭
文

を
作
成

さ
せ
孔
子
を
祀

っ
た
。
そ
の
次
第
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、　
「清
酌
蘋

菜
を
以
て
す
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
釈
奠
に
比
べ
て
簡
素
な
釈
菜
に
近
い
次
第

で

は
な
か

っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
祝
詞
に
は

「魯
司
孔
宣
父
を
敬
祭
す
」
と

し
、
文
面
は
孔
子
を
聖
人
と
し
て
称
え
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
志
を
も
ち
な

が
ら
も
用
い
ら
れ
な
い
孔
子
の
遺
徳
を
偲
ぶ
と
い
う
内
容

に
な

っ
て
い
る
。
記
事

の
真
偽
は
と
も
か
く
、
学
校
を
再
興
し
た
の
ち
に
釈
奠
を
実
施
す
る
と
い
う
、
唐

代
に
確
立
し
た
、
学
校
と
孔
子
廟
と
の
関
係
が
形
の
上
で
も
こ
こ
に
と
り
い
れ
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
れ
以
降
、
日
本
の
釈
奠
も
転
換
期
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。
養
老
四

年

(七
二
〇
)
に
は
検
校
造
器
の
二
司
に
釈
奠
の
器
物
を
作
ら
せ
大
膳
職
、
大
炊

　
　
　
　

ゆ

寮
に
置
い
た
。
つ
ま
り
そ
れ
以
前
は
と
く
に
釈
奠
の
祭
器
を
使
用
し
て
は
い
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
供
物
自
体
も
我

々
が
考
え
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。　
「学
令
」
の
釈
奚
条
も
、　
「
饌
酒
」
と
記
さ
れ
て
い
る
だ
け

で
そ
れ
以
外
に
あ

っ
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
ま
た

「貞
観
学
令
」
で
は

国
子
監
は
大
牢
、
州
県
は
少
牢
と
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
供
す

る
の
か
を
理
解
す
る
の
も
難
解

で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
天
平
七
年

(
七
三
五
)

に
は
入
唐
留
学
生
下
道

(吉
備
)
真
備
が
唐
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

り

「唐
礼
百
三
十
巻
、
大
衍
歴
経
、
楽
書
要
録
」
を
持
ち
帰
り
献
上
し
た
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゆ

「唐
礼
」
は
巻
数
か
ら
み
て
も
顕
慶
礼

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
真
備

の
薨
伝
に
ょ

る
と
彼
は
霊
亀
二
年

(七

一
六
)
二
十
二
歳
で
入
唐
し
、
天
平
七
年
に
帰
国
す
る

ま
で
の
約

二
十
年
間
を
唐
で
過
ご
し
た
。
そ
し
て

「経
史
を
研
覧
し
、
衆
芸
に
該

渉
す
。
我
朝
の
学
生
名
を
唐
国
に
播
す
は
、
唯
だ
大
臣

(真
備
)
朝
衡

(阿
倍
仲

麻
呂
)

二
人
の
み
」
と
記
さ
れ
る
。
帰
朝
後
は
大
学
助
と
な

っ
た
。
ま
た

「是
よ

り
先
、
大
学
釈
奠
其
の
儀
未
だ
備
わ
ら
ず
。
大
臣
礼
典
に
依
稽
し
器
物
始
め
て
修

ま
り
礼
容
観
す
べ
し
」
と
み
え
、
こ
の
こ
と
か
ら
真
備
が
日
本
の
釈
奚
儀
式
を
整

備
し
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。　
『
続
紀
』
に
は
天
平
二
十
年
、
釈
奠

の
服
器
、
儀
式

を
改
定
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
の
改
定
が
真
備

の
手
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
て
い
る
。
二
十
年
に
及
ぶ
唐
で
の
留
学
中
、
孔
子
廟

に
詣

で
る
こ
と
は
も

と
よ
り
、
釈
奠
を
目
に
す
る
機
会
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
当

然

の
こ
と
だ

ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゆ

う
。
ま
た
、
真
備
は
天
平
十
三
年
に
は
東
宮

(阿
部
内
親
王
)
学
士
に
、
同
十
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

年

に
は
東
宮
学
士
兼
春
宮
大
夫
と
な

っ
て
お
り
、
こ
の
天
平
二
十
年

の
服
器
及
び

儀
式

の
改
定
は
、
皇
太
子
視
学
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ

し
、
真
備

の
目
に
し
た
釈
奠
は
天
平
七
年

(
開
元
二
十
三
年
)
以
前

の
釈
奠
で
あ

り
、
拠
り
所
と
す
る
礼
典
は

「顕
慶
礼
」

で
あ

っ
た
。
唐

で
は
、
真
備

の
帰
朝

の

三
年
前

(開
元
二
十
年
)
に
は

「
開
元
礼
」
が
頒
行
さ
れ
て
い
る
が
、
当
然
持
ち

帰
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ

っ
た
。

　
真
備
が
再
度
入
唐
し
た
の
は
、
天
平
勝
宝
四
年

(
七
五
二
)

で
、
遣
唐
副
使
と
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窓史

　
　
　
　
　
　
　

⑳

し
て
の
入
唐

で
あ
る
。

こ
の
時
に
は

「
開
元
礼
」
を
持
ち
帰

っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
が
、
確
か
な
こ
と
は
不
明

で
あ
る
。
神
護
景
雲
二
年

(
七
六
八
)
に

は
、
天
平
勝
宝
四
年

に
真
備
と

一
緒

に
入
唐
し
た
膳
臣
大
丘
の
言
に
よ

っ
て
、
孔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑯

子
を

「
孔
宣
父
」
か
ら

「文
宣
王
」
と
改
称
し
た
。
大
丘
は
国
子
監
の
門

に

「文

宣
王
廟
」
と
掲
げ
ら
れ
て
い
た
の
を
目

に
し
、
ま
た
国
子
監
学
生
に
よ
り

「今
主

上
大
い
に
儒
範
を
崇
め
て
追
改
し
て
王
と
為
す
」
と
教
え
ら
れ
、
日
本
で
も
こ
の

尊
称
に
し
た
が
う
べ
し
と
言
上
し
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
宝
亀

六
年
に
遣
唐
使

に
任
じ
ら
れ
た
伊
予
部
家
守
は
、
文
宣
王
の
座
に

つ
い
て
諸
儒
の
考
え
方
が
ま
ち
ま
ち
で
、
経
義
と
唐

の
あ
り
方
を
と

っ
て
南
面
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑰

す
る
よ
う
に
進
言
し
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
孔
子

の
座
は
南
面
と
な

っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
釈
奠
儀
式

は
ま
と
ま

っ
た
ひ
と
つ
の
礼
典
だ
け
か
ら
整

備
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
留
学
生
の
見
聞

に
も
と
つ
く
意
見
も
採
用
し
な
が
ら
徐

々
に
整
備
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
、

礼
典
そ
れ
自
体

の
解
釈
は
難
解

で
あ

り
、
多
大
な
時
間
と
労
力
が
必
要

で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。

　
な
お
、
日
本
の
釈
奠

で
は
唐

の
そ
れ
と
は
違
い
、
孔
子
の
像
は
画
像
を
用
い
て

お
り
、　
『
江
家
次
第
』
に
よ
る
と
、
釈
奠

に
使
用
さ
れ
る
孔
子
の
画
像
は
真
備
の

二
度
目
の
入
唐
の
時
に
弘
文
館
よ
り
持

ち
帰

っ
た
も

の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
整
備
さ
れ
て
い
く
釈
奠
も
、
奈
良
時
代
に
は
実
際
ど
の
よ
う
な
次
第

で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
か
は
伝
わ

っ
て
は
来
な
い
。
釈
奠
儀
式
の
次
第
と
そ
の
様

子
が
わ
か
る
の
は
平
安
時
代
に
な

っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
唐
礼
を
踏
襲

し
よ
う
と
し
な
が
ら
も
、
日
本
独
自

の
変
化
を
遂
げ
て
い
く

「釈
奠
儀
式
」
を
み

る
こ
と
が
で
き
る
。

む

す

び

　
唐
代

の
釈
霙
は
、　

「先
聖
先
師
の
争
い
」

に
よ
り
整
備
さ
れ
た
と
言

っ
て
も
過

言
で
は
な
い
。
先
聖
先
師
は
、
統
治
理
念
で
あ
る
儒
学
に
お
け
る
理
想
を
体
現
し

た
も

の
で
あ
る
。
彼
ら
聖
賢
を
学
ぶ
た
め
の
学
校
に
廟
を
置
き
、
釈
奚
を
お
こ
な

う
こ
と
に
よ

っ
て
、
学
生
の
何
を
も

っ
て
学
ぶ
べ
き
か
と
い
う
目
標
が
身
近
に
顕

れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
釈
奚
が
科
挙
と
関
わ

っ
て
い
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
教
育

目
標
が
立
身

の
手
段

へ
と
よ
リ

へ
=
層
近
づ
い
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
、
学
生
、

貢
人
ら
の
価
値
観
に
影
響
を
与
え
る
か
ら
こ
そ
、
釈
霙
が
政
争

の
手
段
に
も
な
る

の
で
あ
る
。

　
し
か
し
科
挙
制
度
の
な
か

っ
た
日
本
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
は
な

ら
な
か

っ
た
。
律
令
制
度
を
取
り
入
れ
、
そ
れ
を
支
え
る
思
想
と
し
て
の
儒
学
は

取
り
入
れ
た
け
れ
ど
も
、
官
吏
任
用
と
は
一
線
を
画
す
も
の
で
あ

っ
た
。
孔
子
は

学
問

の
向
上
を
目
指
す
目
的
の
た
め
の
偶
像
で
あ
り
、
あ
こ
が
れ
の
対
象
で
は
あ

る
が
、
聖
賢
そ
の
も
の
よ
り
も
む
し
ろ
、
彼
ら
の
著
し
た
書
物
が
関
心
の
中
心
で

あ
り
、
教
養
と
な

っ
て
い
た
。
釈
奚
も

「
武
智
麻
呂
伝
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

孔
子
の
徳
を
し
の
ぶ
行
事
と
い
う
と
ら
え
方
が
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
時
代
は
下
が
る
が
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
例
は
そ
れ
を
顕
著
に
表
し
て
い
る

だ
ろ
う
。　
「枕
草
子
」
に

「
官
の
司
に
定
考
と
い
ふ
こ
と
す
な
る
、
な
に
ご
と
に

か
あ
ら
む
。
孔
子
な
ど
か
け
た
て
ま
つ
り
て
、

す
る
こ
と
な

る
べ

し
。

聡
明
と

て
、
上
に
も
宮
に
も
、
あ
や
し
き
も
の
の
か
た
な
ど
、
か
は
ら
け
に
も
り
て
ま
い

　

⑲

ら
す
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
八
月
の
定
考
と
二
月
の
列
見
を
混
同
し
、
さ
ら
に
釈
奠

と
も
混
同
し
て
い
る
の
だ
が
、
釈
彙

の
胙

(
ひ
も
ろ
ぎ
)
を

「聡
明
」
と
称
し
て

い
た
と
い
う
の
は
、
そ
れ
を
食
せ
ば
聡
明
に
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
だ
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と
す
れ
ば
、
孔
子
は
ま
さ
し
く
聡
明

の
偶
像
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
、
唐
代

の
釈
奠

の
変
遷
と
そ
の
背
景
を
考
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
釈
奠

の

も
つ
従
来
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
違
う
見
方

を
提
示
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
大
方

の
ご

批
判
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
。

註①

弥
永
貞
三

「古
代

の
釈
霙
に

つ
い
て
」

(『
続
日
本
古
代
史
論
集
』
下
巻
所
収
、
昭
和

　

四
十
七
年
、
吉
川
弘
文
館
)
、
翆
川
文
子

「
釈
奚
」

一
～
七

(
『
川
村
短
期
大
学
紀
要
』

　

十
～
十
三
、
十
七

・
十
八
、

平
成

二
～

五
年
、
九

・
十
年
)
、

戸
川
点

「釈
奠

に
お
け

　

る
三
牲
」　
(
『
律
令
国
家

の
政
務
と
儀
礼
』
所
収
、
平
成
七
年
　
吉
川
弘
文
館
)
、
拙
稿

　

「
釈
奠
三
牲
奉
供

を
め
ぐ

っ
て
」

(
『
史
窓
』
第
五
十
三
号
、
　
一
九

九

六
年
)
、

所
功

　

「
日
本
に
お
け
る
釈
奠
祭
儀

の
特
色
」
　
(
『
京
都
産

業
大
学
研
究
紀
要
』
第

二

十

七

巻

　

第

四
号
、

一
九
九
七
年
)
な
ど
。

②

多
賀

秋
五
郎

『
唐
代
教
育
史

の
研
究
』
(
昭
和
二
十
八
年
、
不
昧
堂
)
、
高
明
士

「唐

　

代
的
釈
奠
礼
制

及
其
在
教
育
上
的
意
義
」　

(
『
大
陸
雑
誌
』

第

六
十

一
巻

、

第

五
期
、

　

一
九

八
〇
年
)
。

③

『礼
記
』
文

王
世
子
編

(
『
新
釈
漢
文
体
系

』
、
昭
和

四
十

六
年
、
明
治
書
院
)
。

④

『
旧
唐
書
』
巻
百

八
十
九
上

、
及
び

『
唐
会
要
』
巻

三
十

五
な
ど
。

⑤

『
旧
唐
書
』
巻
百

八
十
九
上
、
及
び

『
唐
会
要
』
巻

三
十

五
な
ど
。

⑥

『新

唐
書
』
巻
十

五
、
及
び

『
冊
府
元
亀
』
巻

六
百

四
。

⑦

多
賀

氏
に
よ
る
と
、

高
祖

は
隋

及
び
、

北
魏
な
ど
の
制
度
を
取
り
入
れ
た

と

い
う

　

(
『
唐
代
教
育
史

の
研
究
』

コ
ご
～

一
七
頁
)
。

⑧

『
唐
代
教
育
史

の
研
究
』
八
八
～

八
九
頁
。

⑨

『
旧
唐
書
』
巻
百

八
十
九
上

、
及
び

「
唐
会
要
」
巻

三
十

五
な
ど
。

⑩

『唐

会
要
』
巻
三
十
五
。

『新
唐
書
』
巻
十
五
に
も
同
様

の
記
事
が
み
え
る
。

⑪

陳
寅
格

「唐
代
政
治
史
述
論
考
」

(『
陳
寅
恪
文
集
』

五
、

一
九
八
二
年

、
上
海
古
籍

　

出
版
社
)
。

⑫

「唐
代
的
釈
奠
礼
制
及
其
在
教
育
上
的
意
義
」
。

以
下
、

高
茂

の
説

は
特

に
断
ら
な

　

い
限
り
こ
の
論
考

か
ら

の
引

用
で
あ

る
。

⑬

『唐
会
要
』
巻
三
十
五
。

『
新
唐
書
』
巻

十
五
に
も

み

え

る
。

な

お
、

「
学
」
は

　

「楽
」

の
誤
り
と
す

る
。

⑭

仁
井
田
陞

『
唐
令
拾
遺
』

(
一
九

三
九
年
初
刊

、

　
版
会
)
　
「永
徽
令
」

の
復
元
に
ょ
る
。

⑫ ⑳ ⑳ ⑲ ⑳ ⑰ ⑳ ⑳ ⑭ ⑳ ⑫ ⑳ ⑳ ⑳ ⑱ ⑳ ⑳ ⑳ ⑳ ㊧ ⑫ ⑳ ⑳ ⑲ ⑱ ⑰ ⑯ ⑮

一
九
六
四
年
復
刊
、
東
京
大
学
出

『唐

代
教
育
史

の
研
究
』

八
九
頁
。

『
旧
唐
書
』
巻
七
十
三
　
令

狐
徳
藁
伝
。

『
旧
唐
書
』
巻
七
十
三
　
令

狐
徳
棊
伝
。

『
旧
唐
書
』
巻
七
十
三
　
令

狐
徳
粢
伝
。

『
唐
会
要
』
巻
三
十

五
。

『
旧
唐
書
』
巻

四
。

『
旧
唐
書
』
巻

八
十

二
　

許
敬
宗

伝
。

『
旧
唐
書
』
巻

六
十

五
　
長
孫
無

忌
伝
。

『
唐
会
要
』
巻
三
十
七
。

高
氏

「
唐
代
的
釈
奠
礼
制
及
其
在
教
育
上
的
意
義
」
。

布
目
潮
瘋

『隋
唐
史
研
究
』
　
(
昭
和

四
十
三
年
、
同
朋
舎
)

一
六
七
頁
。

氣
賀
澤
保
規

『
則
天
武
后
』
　
(
一
九
九

五
年
、
白
帝
社
)
。

多
賀
氏

『唐

代
教
育
史

の
研
究
』

一
八
六
頁
～

一
八
七
頁
。

『
新
唐
書
』
巻

十
五
、

『
文
献
通
考
』
巻
四
十
三
、　
『
唐
会
要
』
巻
三
十
五
。

『
通
典
』
巻

五
十
三
。

『
旧
唐
書
』
巻

二
十

四
。

『
新
唐
書
』
巻
十

五
、
　
『
文
献
通
考
』
巻
四
十
三
。

『
続

日
本
紀
』
大
宝

二
年

二
月
丁
巳
条
。

『
令
集
解

』　

「学
令
」
。

宮
城
栄
昌

『延
喜
式

の
研
究
』
論
述
篇

(
昭
和
三
十
二
年
、
大
修
館

書
店
)
。

『
延
喜
式
』　

「大
学
寮
」
。

『
唐
会
要
』
巻
三
十
五
。
　
『新
唐
量
置

巻
十

五
に
も
見

え
る
。

仁
井
田
陞

『唐
令
拾
遺
』
。

「
家
伝
下
武
智
麻
呂
伝
」　

(
『寧
楽
遺
文
』
文
学
編
)
。

『
続

日
本
紀
』
養
老

四
年

ご
月
乙
酉
条
。

同
　

天
平
七
年

四
月
辛
亥
条
。

同

宝
亀

六
年

十
月
壬
戌
条
。

同

　
天
平

二
十
年

八
月
癸
卯
条
。
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窓史

⑬
　
同
　
天
平
十
三
年
七
月
辛
亥
条
。

⑭

同

天
平
十
五
年
六
月
丁
酉
条
。

⑮
　
真
備
の
副
使
に
任
命
は

『続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
三
年
十
一
月
丙
戌
条
に
、
大
使
藤

　
原
清
河
が
節
刀
を
給
う
の
は
同
四
年
閏
三
月
丙
辰
条
に
見
え
る
。

⑯
　

『続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
二
年
七
月
辛
丑
条
。

⑰
　
　『日
本
紀
略
』
延
暦
十
九
年
十
月
庚
辰
条
。

㊥
　
　『江
家
次
第
』
巻
五

(『故
実
叢
書
』)。

⑲
　
　『枕
草
子
』

一
二
六
段

(『日
本
古
典
文
学
大
系
』
蝋
九
九

一
年
、
岩
波
書
店
)。

1:


